
 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ 月 28 日  財 産 管 理 課  

役場駐車場への EV 充電器設置について 

 町 で は 、 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ の 実 現 に 向 け た 取 り 組 み の 一 環 と し て 、 環 境 性 能 に 優 れ た

電 気 自 動 車 （ EV） の 普 及 促 進 に 取 り 組 ん で い ま す 。  

 今 回 、 電 気 自 動 車 普 及 の イ ン フ ラ 整 備 と し て 、 電 気 自 動 車 普 通 充 電 器 の 利 用 を 開 始 し ま

し た 。  

（ 利 用 時 間 ）   

平 日 ・ 土 日 等  8： 30〜 17： 15 

（ 場     所 ）   

役 場 北 側 （ さ む か わ 中 央 公 園 側 ） 駐 車 場  

（ 設 置 台 数 ）   

4 台  

（ 利 用 方 法 ）    

合 同 会 社 DMM.com の DMM EV ON ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド し て 利 用  

（ 支 払 い 方 法 及 び 利 用 料 金 ）  

公 式 ア プ リ で の 決 済 ・ 55 円 ／ 10 分 （ 最 低 単 価 10 分 〜 ） 

 

 

 

問い合わせ先 

総務部 財産管理課 課⻑ 杉 崎  圭 太  ☎0467(74)1111 内線 530 


